
６川健障施第１３０９号 

令和６年１１月２１日 

 

児童発達支援センター及び 

指定児童発達支援事業所 管理者 様 

 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 

 

障害児安全安心対策事業の実施について（訂正） 

 

平素より、本市の障害福祉行政に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年１１月２０日付「障害児安全安心対策事業の実施について（依頼）」川崎市

健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課通知について、補助上限額及び補助割合に

誤りがありましたので訂正いたします。事業者の皆様に大変御迷惑をおかけしたことを

お詫び申し上げます。 

補助上限額及び補助割合を改めて御確認いただき、補助事業が実施された場合に事業

の活用を希望される事業者におかれましては、期日までに必要事項を回答してください。 

 

【訂正箇所】 

１ 障害児安全安心対策事業について 

（２）補助上限額 

  ア ＩＣＴを活用した子どもの見守り支援事業  

    （誤）１施設又は事業所あたり１２万円 

（正）１施設又は事業所あたり１６万円 

  イ 登降園管理システム支援事業 

   （ア）端末購入を行わない場合 （誤）１施設又は事業所あたり１２万円 

                  （正）１施設又は事業所あたり１６万円 

   （イ）端末購入を行う場合   （誤）１施設又は事業所あたり４２万円 

                  （正）１施設又は事業所あたり５６万円 

（３）補助割合 

  ア ＩＣＴを活用した子どもの見守り支援事業  

    （誤）３／５ 

    （正）国及び市町村４／５、事業者１／５ 

  イ 登降園管理システム支援事業        

（誤）３／５ 

（正）国及び市町村４／５、事業者１／５ 



 

問合せ先 

川崎市健康福祉局障害者施設指導課事業者指導担当 

電話 ０４４－２００－００８２ 

          メール 40sidou@city.kawasaki.jp 


